
高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーンについて 

 

一般的な施設を利用することができる方が高齢者障害者等用施設等を利

用することで、真に必要とする高齢者、障害者等がこれらの施設等を使用

できない、または長時間待たされる等の課題が発生しています。 

 

改正された「高齢者障害者等※１の移動等の円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー法）」では、「高齢者障害者等用施設等※２の適正な利用の推

進」が、国、地方公共団体、施設設置管理者等、国民の責務として規定さ

れ、令和３年４月１日から施行されました。 

※１高齢者、障害者等：高齢者、全ての障害者（身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害

者を含む。）及び妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれます。 

※２高齢者、障害者等用施設等：旅客施設等のエレベーター、車両等の優先席、バリアフリートイレ※3、車椅子

使用者用駐車施設等を指します。 

※３バリアフリートイレ：従来「多機能トイレ」と呼ばれていたものなど、高齢者や障害者等の利用に適正な配

慮が必要なトイレを総称して「バリアフリートイレ」 と表記しています。 

 

その一環として、今般、本年１２月３日～令和４年１月７日の約 1 ヶ月

間、高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進に係るキャンペーンを実

施し、一般利用者に対するポスター、ＳＮＳ等による呼びかけを行いたい

と考えております。 

 

つきましては、既に皆様のお手元に届いているかと存じますが、高齢者

障害者等用施設等の適正な利用の推進を図るためのポスターを作成しまし

たので、１２月以降、駅や社内等に掲出するなど、高齢者障害者等用施設

等の適正な利用を推進するため、本キャンペーンにご協力をお願いします。 

 

 

 

●参考 １１月２６日プレスリリース予定 
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①ポスター（エレベーター）



②ポスター（優先席）



③ポスター・チラシ表（バリアフリートイレ）



③チラシ裏（バリアフリートイレ）



④ポスター・チラシ表（駐車場）



④チラシ裏（駐車場）


